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　安倍首相は４月16日に、緊急事態宣言の対象地域を全都道府県に拡大したところであります。いっこう
に新型コロナウイルスの感染拡大の勢いが止まらない状況にあって、市民の皆様におかれましては、不安
な日々を過ごされているものと受け止めております。
　このような状況の中、私たちの命を守るために懸命にご尽力いただいている医療従事者をはじめとする
関係者の皆様に、敬意を表するとともに、衷心より感謝を申し上げます。
　また、地域企業の皆様、商店街をはじめとする店舗経営者の皆様におかれましては、緊急事態宣言に伴
う要請などを受け、経営状況はたいへん厳しいものと思います。私といたしましても、国や東京都と連携し、
できうる支援をより早期に実施させていただきたいと考えております。
　新型コロナウイルス感染症の蔓

まん

延を防止し、事態を終息させるためにも、私たち一人ひとりの行動が肝
要です。先

ま

ずはご自身の安全確保とともに、大切な人の命を守るためにも、不要不急の外出を自粛し、こ
の難局を皆で共に乗り切れるよう、頑

がん

張
ば

りましょう。

新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージ

特別定額給付金
� ～国民を対象に、国が現金を支給～
　国民全員で非常事態を乗り切っていくための緊
急経済対策の一環として、国民１人当たり現金10
万円が支給されます。
　申請手続きなどは国において検討中です。でき
る限り簡素化し、郵送による方法なども検討され
ていますが、決まり次第、市ホームページでお知
らせします。また、「広報あきしま」に掲載する予
定です。
　市では、プロジェクトチームを設置し、できる
限り早期に給付できるよう取り組んでいきます。
◎問い合わせはこちら
＊ 総務省コールセンター☎03-5638-5855＝平
日の午前９時～午後６時30分

＊ 昭島市特別定額給付金コールセンター☎042-
500-0567＝５月１日以降の平日の午前９時
～午後５時15分

市ホームページは
こちらから▶

　事業の継続を下支えするため、新型コロナウイルス
の感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に
対して、事業全般に広く使える給付金が国から支給さ
れます。
◇ 対象　売り上げが前年同月比で50％以上減少してい
る、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主（フ
リーランスを含む）、NPO法人、社会福祉法人など

◇ 給付額　法人200万円、個人事業者100万円
※ 昨年１年間の売り上げからの減少分を上限とします。
◇ 申し込み　インターネットによる申請
※ 詳しくは国において検討中ですので、経済産業省ホー
ムページで確認するか、問い合わせてください。

◎問い合わせはこちら
＊ 経済産業省中小企業金融・給付金相談窓口☎0570-
783183＝午前９時～午後５時（毎日）

持続化給付金
� ～事業者を対象に、国が支給～

市ホームページは
こちらから▶
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
お
知
ら
せ

令
和
２
年
４
月
21
日
時
点
の
情
報
で
す
。
詳
し
く
は
、
各
担
当
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。

3 広報 あきしま　令和２年５月１日号

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

出
前
ま
た
は
新
住
所
の
い
ず
れ

か
）と
氏
名
を
記
載
し
、
切
手
を

貼
っ
た
返
信
用
封
筒

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
期
限
を

過
ぎ
て
も
受
け
取
れ
ま
す

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
申

請
を
し
た
方
を
対
象
に
、
準
備
が
で

き
次
第
、
交
付
通
知
書
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
こ
の
通
知
書
に
は
受
け
取

り
期
限
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

当
分
の
間
、
期
限
を
過
ぎ
て
も
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
電
子
証

明
書
の
有
効
期
限
通
知
書
が
届
い

た
方
へ

　
当
分
の
間
、
有
効
期
限
を
過
ぎ
て

も
更
新
手
続
き
を
受
け
付
け
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
市
民
係
へ
。

市
・
都
民
税
の
申
告
期
限
を
延

長
　
「
広
報
あ
き
し
ま
」４
月
１
日
号
24

ペ
ー
ジ
で
、
申
告
期
限
を
４
月
16
日

ま
で
延
長
と
お
知
ら
せ
し
ま
し
た

が
、
４
月
17
日
以
降
も
受
け
付
け
て

イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
原
則
中
止

　
５
月
６
日
ま
で
の
イ
ベ
ン
ト
や
事

業
な
ど
は
、
原
則
と
し
て
中
止
ま
た

は
延
期
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
５

月
７
日
以
降
も
同
様
に
、
中
止
ま
た

は
延
期
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

施
設
な
ど
の
利
用
・
貸
し
出
し

を
中
止

　
５
月
６
日
ま
で
、
施
設
な
ど
の
一

般
利
用
を
中
止
し
て
い
ま
す
。
そ
の

後
の
対
応
は
、
状
況
を
注
視
し
な
が

ら
、そ
の
つ
ど
判
断
し
て
い
き
ま
す
。

市
役
所
の
職
員
体
制
を
変
更

　
４
月
13
日（
月
）か
ら
交
代
制
で
業

務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
各
部
署
で
勤

務
す
る
職
員
を
減
ら
し
て
い
る
た

め
、
通
常
よ
り
も
手
続
き
に
時
間
が

か
か
る
な
ど
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
ご
理
解
を

お
願
い
し
ま
す
。来
庁
予
定
の
方
は
、

時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　
ま
た
、
住
民
票
の
写
し
や
課
税
・

納
税
証
明
書
の
請
求
を
は
じ
め
、
郵

送
で
行
う
こ
と
の
で
き
る
手
続
き
も

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
問
い
合
わ

せ
る
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

発
熱
・
せ
き
の
症
状
が
あ
る
方

は
来
庁
前
に
相
談
を

　
市
役
所
に
ご
用
が
あ
る
方
で
、
発

熱
・
せ
き
な
ど
の
症
状
が
あ
る
場
合

は
、
ま
ず
電
話
で
各
担
当
へ
、
手
続

き
の
内
容
に
つ
い
て
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

感
染
し
た
方
、
感
染
の
疑
い
が

あ
る
方
は
、
ご
み
の
出
し
方
に

ご
協
力
を

　
ご
み
処
理
は
市
民
生
活
を
維
持
す

る
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
す
。
収
集

作
業
員
の
感
染
リ
ス
ク
を
減
ら
し
、

ご
み
収
集
を
安
全
に
継
続
で
き
る
よ

う
、
感
染
し
た
方
、
感
染
の
疑
い
が

あ
る
方
が
い
る
場
合
は
、
次
の
こ
と

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

①
鼻
を
か
ん
だ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
や
使
用

済
み
マ
ス
ク
な
ど
は
、
市
の
指
定

収
集
袋
に
直
接
入
れ
る
の
で
は
な

く
、
ま
ず
は
、
別
の
ビ
ニ
ー
ル
袋

に
入
れ
て
く
だ
さ
い

②
ご
み
に
直
接
触
れ
な
い
よ
う
に
注

意
し
な
が
ら
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
の
口

を
し
っ
か
り
結
ぶ
な
ど
し
て
密
閉

し
て
か
ら
、
市
の

指
定
収
集
袋
に
入

れ
て
く
だ
さ
い

③
ご
み
を
出
し
た
後
は
、
手
を
し
っ

か
り
洗
い
ま
し
ょ
う

☆
詳
し
く
は
、
清
掃
セ
ン
タ
ー
☎

042-

541-

１
３
４
２
へ
。

資
源
・
ご
み
は
朝
８
時
30
分
ま

で
に
出
し
て
く
だ
さ
い

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
に
伴
い
、
資
源
・
ご
み
収
集
に
影

響
が
出
た
場
合
、
収
集
時
間
が
通
常

時
と
比
べ
て
前
後
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
資
源
・
ご
み
は
、
必
ず
朝
８
時
30

分
ま
で
に
出
す
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

☆
詳
し
く
は
、
清
掃
セ
ン
タ
ー
☎

042-

541-

１
３
４
２
へ
。

届
け
出
の
期
間
延
長
な

ど
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
受
け
、
国
が
緊
急
事
態
宣
言
の

対
象
地
域
を
全
国
に
拡
大
し
、
外
出
自
粛
な
ど
の
要
請
を
行
い
ま
し
た
。

　
市
で
は
、市
長
を
本
部
長
と
す
る「
昭
島
市
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
本
部
」を
設
置
し
て
情
報
収
集
に
努
め
る
と
と
も
に
、市
民
の
皆
さ

ん
の
命
と
生
活
を
守
る
た
め
、引
き
続
き
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　
な
お
、
こ
れ
に
伴
い
、
市
の
業
務
は
大
幅
に
変
更
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
各
担
当
へ
問
い
合
わ
せ
る
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
相
談
窓
口

に
つ
い
て
は
、
５
・
８
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

転
入・転
出
な
ど
、
及
び
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
つ
い
て

◎
昭
島
市
へ
の
転
入
の
届
け
出
は
期

限
を
過
ぎ
て
も
受
け
付
け
ま
す

　
昭
島
市
に
住
み
始
め
て
か
ら
原
則

と
し
て
14
日
以
内
に
転
入
な
ど
の
届

け
出
が
必
要
で
す
が
、
当
分
の
間
、

14
日
を
過
ぎ
て
も
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

　
た
だ
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

や
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
お
持
ち

の
場
合
は
、
事
前
に
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

◎
市
外
へ
の
転
出
の
届
け
出
は
郵
送

で
も
可
能
で
す

　
昭
島
市
か
ら
市
外
へ
転
出
す
る
場

合
の
届
け
出
は
、
郵
送
で
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
窓
口
の
混
雑
を
回
避

す
る
た
め
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
届
け
出
方
法　
次
の
書
類
を
同
封

し
、
〒
196-

８
５
１
１　
市
役
所

市
民
係
へ

＊
転
出
届（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）

＊
本
人
確
認
で
き
る
書
類（
運
転
免

許
証
な
ど
）の
写
し

＊
転
出
証
明
書
の
送
付
先
住
所（
転

い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
課
税
証
明
書
の
発
行
や

納
税
通
知
書
へ
の
申
告
内
容
の
反
映

が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
市
民
税
係
へ
。

国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
届
け

出
に
つ
い
て

　
資
格
取
得
、
資
格
喪
失
、
変
更
な

ど
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
14
日

以
内
に
届
け
出
が
必
要
で
す
が
、
当

分
の
間
、
14
日
を
過
ぎ
て
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
資
格
喪
失
の
届
け
出
は
郵

送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
保
険
係
へ
。

☆
詳
し
く
は
、
保
険
係
へ
。

タ
ク
シ
ー
利
用
費
助
成
の
請
求

期
限
を
延
長

　
令
和
元
年
10
月
１
日
〜
２
年
３
月

31
日
の
利
用
分
に
つ
い
て
、
４
月
10

日
ま
で
に
領
収
書
を
提
出
で
き
な

か
っ
た
方
は
、
次
回
の
請
求
時
に
ま

と
め
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、領
収
書
の
保
存・管
理
に
は

じ
ゅ
う
ぶ
ん
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
障
害
福
祉
係
へ
。

心
身
障
害
者
自
動
車
ガ
ソ
リ
ン

費
等
助
成
の
請
求
期
限
を
延
長

　
令
和
２
年
１
月
１
日
〜
３
月
31
日

の
給
油
分
に
つ
い
て
、
４
月
10
日
ま

で
に
領
収
書
を
提
出
で
き
な
か
っ
た

方
は
、
次
回
の
請
求
時
に
ま
と
め
て

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、領
収
書
の
保
存・管
理
に
は

じ
ゅ
う
ぶ
ん
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
障
害
福
祉
係
へ
。

要
介
護（
要
支
援
）認
定
の
有
効

期
間
を
延
長

◎
認
定
の
臨
時
的
な
取
り
扱
い

　
要
介
護（
要
支
援
）認
定
の
更
新
申

請
の
方
に
限
り
、
認
定
調
査
は
実
施

せ
ず
、
現
在
の
介
護
度
の
ま
ま
、
有

効
期
限
を
６
か
月
ま
た
は
12
か
月
延

長
し
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
更
新
申
請
を
必
ず
し
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
郵
送
で
も
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

◎
在
宅
で
の
認
定
調
査
に
ご
理
解
を

　
新
規
申
請
を
す
る
方
、
及
び
、
介

護
度
の
見
直
し
の
た
め
区
分
変
更
申

請
を
す
る
方
は
、
認
定
調
査
の
実
施

が
必
須
と
な
り
ま
す
。

　
認
定
調
査
員
は
感
染
症
の
予
防
対

感
染
拡
大
の
防
止
、

市
役
所
業
務
の
継
続
の

た
め
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

受
け
取
る
に
は
、
事
前
に

予
約
が
必
要
で
す

◀ マイナ
ちゃん

策
を
徹
底
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
介
護
福
祉
課
認
定
担

当
へ
。

　
市
で
は
、「
広
報
あ
き
し
ま
」の
ほ

か
、次
の
情
報
ツ
ー
ル
を
運
用
し
て

い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
関
す
る
こ
と
は
、「
重
要
な
お
知

ら
せ
」と
し
て
ま
と
め
て
い
ま
す
。

◎
市
公
式
ツ
イ
ッ
タ
ー

　

短
文
で
情
報
を
発
信
し
て
い
ま

す
。

◎
携
帯
メ
ー
ル
情
報
サ
ー
ビ
ス

　
災
害
、行
方
不
明
な
ど
の
情
報
を

メ
ー
ル
配
信
し
て
い
ま
す
。下
の
二

次
元
コ
ー
ド
ま
た
は
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
ア

ク
セ
ス
し
、案
内
に
従
っ
て
登
録
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

http://hp.m-
mate.com/k/
akishima/
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市 公 式 
ツイッター

https://www.
city.akishima.
lg.jp/

市ホーム 
ペ ー ジ

関
係
機
関
か
ら
の
お
知

ら
せ

立
川
バ
ス

　
５
月
８
日（
金
）ま
で
、
平
日
と
土

曜
日
は
土
曜
ダ
イ
ヤ
で
運
行
し
ま
す

（
富
士
見
町
団
地
線
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

バ
ス
を
除
く
）。
ま
た
、
状
況
に
よ

り
、
期
間
の
延
長
、
運
休
、
ダ
イ
ヤ

変
更
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
立
川
バ
ス
福
生
営
業

所
☎
042-

551-

１
２
０
０
へ
。

市
役
所
の
派
出
窓
口

多
摩
信
用
金
庫

　
市
役
所
１
階
の
多
摩
信
用
金
庫
の

派
出
窓
口
は
、
市
税
な
ど
の
公
金
収

納
専
用
窓
口
で
す
。

　
こ
ち
ら
の
窓
口
は
、
当
面
、
開
設

時
間
を
短
縮
し
、
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
４
時
と
な
り
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
市
役
所
会
計
係
へ
。



4昭島市役所 ☎042-544-5111（代表） FAX 042-546-5496

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
お
知
ら
せ

令
和
２
年
４
月
21
日
時
点
の
情
報
で
す
。
詳
し
く
は
、
各
担
当
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。

5 広報 あきしま　令和２年５月１日号

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

生
活
や
小
規
模
事
業
者

の
支
援
・
相
談

　
皆
さ
ん
の
生
活
や
、
事
業
者
を
支

援
す
る
た
め
、
給
付
な
ど
の
支
援
が

行
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
仕
事
に
関
す
る
相
談
、
生

活
資
金
の
貸
し
付
け
や
融
資
に
関
す

る
相
談
は
、
５
ペ
ー
ジ
の
表
に
記
載

し
た
各
担
当
で
も
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

　
こ
の
ほ
か
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
関
す
る
相
談
は
、
８

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

国
か
ら
の
現
金
給
付

（
特
別
定
額
給
付
金
）

　
国
民
１
人
当
た
り
10
万
円
が
支
給

さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
表
紙
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

国
か
ら
の
持
続
化
給
付
金

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
売
り
上
げ
が
前
年
同
月
比
で

50
％
以
上
減
少
し
て
い
る
、
中
堅
企

業
、中
小
企
業
、小
規
模
事
業
者
、個

人
事
業
主（
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
を
含
む
）

な
ど
を
対
象
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
表
紙
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

《
東
京
都
》

感
染
拡
大
防
止
協
力
金

　
都
の
緊
急
事
態
措
置
に
よ
り
営
業

の
休
止
や
時
間
短
縮
の
要
請
な
ど
を

受
け
た
施
設
を
運
営
す
る
、
中
小
企

業
、
個
人
事
業
主
を
対
象
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

は
こ
ち
ら
か
ら
ア
ク

セ
ス
で
き
ま
す
▼

◇
支
給
額　

50
万
円（
２
店
舗
以
上

を
有
す
る
事
業
者
は
100
万
円
）

◇
申
し
込
み　
６
月
15
日
ま
で
に
申

請
用
サ
イ
ト
で

※
詳
し
く
は
、
都
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
す
る
か
、
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
は
こ
ち
ら

＊
東
京
都
緊
急
事
態
措
置
等
・
感
染

拡
大
防
止
協
力
金
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
03-

５
３
８
８-

０
５
６
７

＊
日
時
＝
午
前
９
時
〜
午
後
７
時

（
毎
日
）

昭
島
市
緊
急
対
策
事
業
資
金
融

資
あ
っ
せ
ん
制
度

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
売
り
上
げ
が
減
少
し
て
い
る

市
内
の
中
小
企
業
者
を
対
象
に
、
融

資
の
あ
っ
せ
ん
を
行
い
ま
す
。

　
取
り
扱
い
金
融
機
関
か
ら
の
融
資

が
行
わ
れ
た
場
合
に
、市
が
金
利（
全

額
）と
信
用
保
証
料（
原
則
全
額
）を

補
助
し
ま
す
。

　
ま
た
、
申
し
込
み
に
必
要
な
書
類

の
う
ち
、
印
鑑
証
明
書
、
住
民
票
の

写
し
、
納
税
証
明
書
な
ど
市
が
発
行

す
る
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
発
行
手

数
料
を
免
除
し
ま
す
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

は
こ
ち
ら
か
ら
ア
ク

セ
ス
で
き
ま
す
▼

◇
資
金
の
種
類　
運
転
資
金

◇
融
資
額　
500
万
円
以
内

◇
融
資
期
間　
５
年
以
内

◇
金
利　
年
1.6
％（
市
が
全
額
補
助
）

◇
申
し
込
み　
９
月
30
日
ま
で
に
取

り
扱
い
金
融
機
関
へ

☆
詳
し
く
は
、
市
役
所
産
業
振
興
係

☎
042-

544-

４
１
３
４
へ
。

仕
事
、
事
業
な
ど
に
関
す
る
相

談
　
仕
事
に
関
す
る
相
談
、
生
活
資
金

の
貸
し
付
け
や
融
資
に
関
す
る
相
談

は
、
左
の
表
の
各
担
当
で
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
関
す
る
相
談
は
８
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▼仕事に関する相談、生活資金の貸し付けや融資に関する相談
内　容 担当部署など 電話番号 日　時

有給休暇、休業に関する
賃金の支払い、退職、解
雇、新型コロナウイルス
に関連したハラスメント

東京都労働相談情報センター
（東京都ろうどう110番）

0570-00-6110 ＊ 平日の午前９時～午後８時
＊ 土曜日の午前９時～午後５
時

労務、労働条件 東京労働局総合労働相談コー
ナー

03-3512-1608 平日の午前９時～午後５時

特別休暇制度の導入支援 厚生労働省の相談窓口 03-6867-0211 平日の午前９時～午後５時

中小企業従業員向けの生
活資金融資

東京都産業労働局労働環境課 03-5320-4653 平日の午前９時～正午、午後
１時～５時

中小企業の資金繰り 東京都産業労働局金融課 03-5320-4877 平日の午前９時～午後５時

雇用調整助成金関係、
事業所の助成金（休業）

東京労働局ハローワーク助成
金事務センター

03-5337-7418 平日の午前９時～午後５時

学校等休業助成金・支援金、
雇用調整助成金相談コールセ
ンター

0120-60-3999 午前９時～午後９時（毎日）

小学校等の臨時休業等に
伴う保護者の休暇取得支
援（新たな助成金制度）

学校等休業助成金・支援金、
雇用調整助成金相談コールセ
ンター

0120-60-3999 午前９時～午後９時（毎日）

収入の減少、仕事、住宅
など生活に関すること

昭島市くらし・しごとサポート 
センター

042-519-2033 平日の午前８時30分～午後
５時15分

《
昭
島
市
商
工
会
》

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
マ

ル
経
融
資（
小
規
模
事
業
者
経

営
改
善
資
金
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
売
り
上
げ
が
減
少
し
て
い
る

市
内
の
小
規
模
事
業
者
の
経
営
を
支

援
す
る
た
め
、
昭
島
市
商
工
会
の
推

薦
に
基
づ
き
、
日
本
政
策
金
融
公
庫

の
公
的
融
資
制
度
を
無
担
保
・
無
保

証
人
で
行
い
ま
す
。

◇
対
象　
最
近
１
か
月
の
売
り
上
げ

が
、
前
年
ま
た
は
前
々
年
の
同
期

と
比
べ
て
５
％
以
上
減
少
し
て
い

る
小
規
模
事
業
者

◇
資
金
の
種
類　
運
転
資
金
、
設
備

資
金

◇
融
資
額　
１
０
０
０
万
円
以
内

◇
融
資
期
間

＊
運
転
資
金
＝
７
年
以
内

＊
設
備
資
金
＝
10
年
以
内

◇
金
利　
年
１
・
21
％
か
ら
年
0.9
％

を
差
し
引
い
た
０
・
31
％
分
を
市

が
全
額
補
助（
３
年
間
）

☆
詳
し
く
は
、昭
島
市
商
工
会
☎
042-

543-

８
１
８
６
へ
。

《
昭
島
市
社
会
福
祉
協
議
会
》

生
活
福
祉
資
金
制
度
の
特
例
貸

し
付
け

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
る
休
業
や
失
業
な
ど
で
収

入
が
減
少
し
生
活
の
維
持
が
困
難
と

な
っ
て
い
る
世
帯
や
、
一
時
的
に
貸

し
付
け
を
必
要
と
す
る
世
帯
を
対
象

に
、
左
の
表
の
と
お
り
特
例
貸
し
付

け
を
行
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
連
帯

保
証
人
は
不
要
で
、
無
利
子
で
す
。

　
詳
し
く
は
、
事
前
に
電
話
で
予
約

の
う
え
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
☎

042-

544-

０
３
８
８
へ
。

家
族
に
感
染
が
疑
わ
れ

る
場
合
は

相
談
・
受
診
の
目
安

　
37
・
５
度
以
上
の
発
熱（
解
熱
剤
を

飲
み
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態

を
含
む
）な
ど
の
か
ぜ
症
状
が
あ
る

場
合
は
、
決
し
て
外
出
せ
ず
、
毎
日

体
温
を
測
定
し
て
記
録
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

　

相
談
の
目
安
は
次
の
と
お
り
で

す
。
た
だ
し
、
こ
の
日
数
に
至
ら
な

く
て
も
、だ
る
さ
、息
苦
し
さ
が
悪
化

し
た
場
合
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
一
般
の
方
、
お
子
さ
ん
＝
症
状
が

４
日
続
い
て
い
る
と
き

＊
高
齢
者
、持
病（
糖
尿
病
、心
疾
患
、

呼
吸
器
疾
患
な
ど
）の
あ
る
方
、免

疫
抑
制
剤
や
抗
が
ん
剤
な
ど
を
投

与
さ
れ
て
い
る
方
、
妊
婦
の
方
＝

症
状
が
２
日
続
い
て
い
る
と
き

◎
相
談
窓
口

　
８
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
本
人
は
決
し
て
外
出
し
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う

　
同
居
し
て
い
る
方
も
同
様
に
、
体

温
を
測
定
す
る
な
ど
の
健
康
観
察
を

行
い
、外
出
を
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

◎
部
屋
を
分
け
ま
し
ょ
う

　
家
族
と
の
接
触
を
で
き
る
限
り
避

け
る
た
め
、
食
事
や
寝
る
と
き
も
別

室
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
お
子
さ
ん
が
い
た
り
、
部
屋
を
分

け
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
り
す
る
場

合
は
、２
ｍ
以
上
の
距
離
を
保
つ
、仕

切
り
や
カ
ー
テ
ン
を
設
置
す
る
、
寝

る
と
き
は
頭
の
位
置
を
互
い
違
い
に

す
る
な
ど
、
工
夫
し
ま
し
ょ
う
。

◎
感
染
が
疑
わ
れ
る
家
族
の
世
話
は

限
ら
れ
た
方
で
行
い
ま
し
ょ
う

　
心
臓
、
肺
、
腎
臓
に
持
病
の
あ
る

方
、
糖
尿
病
の
方
、
免
疫
の
低
下
し

た
方
、
妊
婦
の
方
な
ど
が
世
話
を
す

る
の
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。

◎
マ
ス
ク
を
着
用
し
ま
し
ょ
う

　
家
族
全
員
で
マ
ス
ク
を
着
用
し
ま

し
ょ
う
。
外
す
と
き
は
ゴ
ム
ひ
も
を

つ
ま
み
、
マ
ス
ク
の
表
面
に
は
触
れ

な
い
で
く
だ
さ
い
。
マ
ス
ク
を
触
っ

た
後
は
、必
ず
手
を
洗
い
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
捨
て
る
時
以
外
は
、
使
用

済
み
の
マ
ス
ク
を
ほ
か
の
部
屋
に
持

ち
出
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
マ
ス
ク
が
な
い
場
合
、
せ
き
や
く

し
ゃ
み
を
す
る
と
き
は
テ
ィ
ッ
シ
ュ

な
ど
で
口
と
鼻
を
覆
い
ま
し
ょ
う
。

◎
こ
ま
め
に
手
を
洗
い
ま
し
ょ
う

　
洗
っ
て
い
な
い
手
で
、目・鼻・口
な

ど
を
触
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◎
部
屋
の
換
気
を
し
ま
し
ょ
う

　
部
屋
は
定
期
的
に
換
気
し
て
く
だ

さ
い
。
共
用
部
分
や
ほ
か
の
部
屋
も

窓
を
開
け
ま
し
ょ
う
。

◎
手
で
触
れ
る
共
用
部
分
を
消
毒
し

ま
し
ょ
う

　
物
に
付
着
し
た
ウ
イ
ル
ス
は
、
し

ば
ら
く
生
存
し
ま
す
。
ド
ア
ノ
ブ
な

ど
の
共
用
部
分
は
、
市
販
の
家
庭
用

塩
素
系
漂
白
剤
を
薄
め
た
も
の
で
拭

い
た
後
、
水
拭
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

特
に
ト
イ
レ
や
洗
面
所
は
こ
ま
め
に

清
掃
・
消
毒
し
ま
し
ょ
う
。

　
タ
オ
ル
、
衣
類
、
食
器
、
箸
や
ス

プ
ー
ン
な
ど
は
、
分
け
て
洗
う
必
要

は
な
く
、
通
常
の
洗
濯
や
洗
浄
で
か

ま
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
洗
浄
前
の

も
の
は
共
有
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

◎
汚
れ
た
シ
ー
ツ
や
衣
服
は
こ
ま
め

に
洗
濯
し
ま
し
ょ
う

　
便
な
ど
に
も
ウ
イ
ル
ス
が
含
ま
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
洗
濯
は
通
常

ど
お
り
で
か
ま
い
ま
せ
ん
が
、
衣
服

な
ど
を
取
り
扱
う
と
き
は
ゴ
ム
手
袋

と
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
ご
み
は
密
閉
し
て
捨
て
ま
し
ょ
う

　
詳
し
く
は
２
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
地
域
保
健
係（
あ
い

ぽ
っ
く
内
）☎
042-

544-

５
１
２
６

へ
。

▼生活福祉資金制度の特例貸し付け
福祉資金
緊急小口資金

総合支援資金
生活支援費

貸し付け額 20万円以内
（一括）

＊ ２人以上の世帯＝
月20万円以内

＊ 単身世帯＝月15
万円以内
※ いずれも原則３か 
月以内

交　付 申請から１週間 
程度

申請から最短20日
程度

返　済 最長１年据え置 
き、２年以内

最長１年据え置き、
10年以内
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相談場所：市役所内相談室／予約は各担当へ。
人 権 身 の 上 
相 談 ○予

25日（月）の午後１時30分～４時30分
※ 新型コロナウイルス感染症に関する人権問題の
み受け付け 〈広聴担当☎544-5122〉

オンブズパー
ソ ン 相 談 ○予

13日（水）・20日（水）の午前９時～正午、８日
（金）・29日（金）の午後１時30分～４時30分
〈オンブズパーソン・人権担当☎544-4501〉

精神保健福祉 
一 般 相 談 ○予

平日の午前９時～午後５時
〈障害福祉係☎544-5111（代）〉

相談場所：アキシマエンシス校舎棟／予約は各担当へ。
女性悩みごと 
相 談 ○予

水曜日の午後１時～４時
〈男女共同参画センター☎544-5130〉

母 子 ・ 女 性 
相 談 ○予

平日の午前８時30分～午後５時15分
〈男女共同参画センター☎519-2277〉

教 育 ・ 発 達
総 合 相 談 ○予

平日の午前９時～午後５時
〈児童発達支援担当☎519-2247、
特別支援教育係☎519-2290〉

子 育 て 相 談
平日の午前９時～午後７時
（受け付けは６時30分まで）

〈子ども家庭支援センター☎543-9046〉
子ども子育て 
利 用 者 
支 援 相 談

月・水・木曜日の午前９時～正午・午後１時 
～４時30分（受け付けは４時まで）
〈子ども子育て利用者支援ぽっけ☎519-2218〉

相談場所：あいぽっく／予約は各担当へ。
助 産 師 
相 談 ○予

木曜日の午前９時20分～正午
〈子育て世代包括支援センター☎543-7303〉

に ん し ん 
Ｓ Ｏ Ｓ 相 談

平日の午前８時30分～午後５時
〈子育て世代包括支援センター☎543-7303〉

こころといの
ちの相談

平日の午前８時30分～午後５時
（予約した方を優先）

〈地域保健係☎544-5126〉

５月の相談 ○予 は予約制／相談は無料
祝日は休み

その他
男 性 悩 み 
ごと相談○予

20日（水）・27日（水）の午後４時30分～７時30分
※男性専用電話相談

〈男女共同参画センター☎544-5130〉
いじめ相談
ホットライン

平日の午前９時～午後５時
〈いじめ専門電話相談ダイヤル☎543-7633〉

AKISHIMA
キッズナー

平日の午前９時～午後６時30分
※18歳未満の子ども専用電話相談

〈AKISHIMAキッズナー☎0120-678-044〉

子育て相談

平日の午前８時30分～午後５時
（受け付けは４時45分まで）
〈子育てひろばなしのき（なしのき保育園内）☎543-6716〉
平日の午前８時30分～午後５時
（受け付けは４時45分まで）
〈子育てひろばほりむこう（旧堀向保育園内）☎541-2277〉

子ども子育て
利 用 者
支 援 相 談

平日の午前８時30分～午後５時
（受け付けは４時45分まで）

〈子ども子育て地域支援担当☎544-4190〉
消 費 生 活
相 談

平日の午前９時～正午・午後１時～４時
※当面、電話相談のみ

〈消費生活センター☎544-9399〉
認 知 症
初 期 相 談

平日の午前８時30分～午後５時15分
〈介護福祉課☎544-4148〉

生 活 相 談 平日の午前８時30分～午後５時15分〈くらし・しごとサポートセンター☎519-2033〉

法 律 相 談
※ 弁護士会による電話相談が実施される予定ですの
で、詳しくは問い合わせを

〈広聴担当☎544-5122〉

　新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、当分の間、
次の相談を中止します。再開は、「広報あきしま」や市ホーム
ページでお知らせします。
＊ 行政相談、交通事故相談、司法書士相談、相続・遺言等暮
らしの手続相談、不動産相談＝広聴担当☎544-5122

＊税務相談＝市民税係☎544-4122
＊ 創業ワンストップ窓口相談、あきしま雇用・労働相談＝産
業振興係☎544-5111（代）

＊ ひとり親家庭の相談＝子ども子育て支援課☎544-5111（代）
＊育児相談＝子育て世代包括支援センター☎543-7303
＊保健栄養相談、女性の健康相談＝地域保健係☎544-5126
＊ 心配ごと相談、福祉法律相談＝社会福祉協議会☎544-0388
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９
３
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童
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当
）の
申
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を
受
け
付
け

▼ 令和２年度児童育成手当の所得制限額
（平成31年１月１日～令和元年12月31日の所得から社会保険
料相当額８万円控除後の額）
扶養人数 所得制限額

※ 審査の対象は所得（収入金額か
ら必要経費に相当する金額を
控除したもの）で、収入ではあ
りません。
※ 医療費控除や寡婦（夫）控除・
老人扶養などがある場合、一
定額を所得から控除できます。
※ 扶養人数は、地方税法上の数
です。

０人 360万4000円
１人 398万4000円
２人 436万4000円
３人 474万4000円
４人 512万4000円
５人 550万4000円

　開催する相談については、新型コロナウイルスの感染
拡大の防止にじゅうぶん配慮したうえで実施します。



7 広報 あきしま　令和２年５月１日号

令和２年 令和３年 通知書の
発送時期 担当５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

市・都民税 １期 ２期 ３期 ４期 ６月上旬

課税課
固定資産税・
都市計画税 １期 ２期 ３期 ４期 ５月上旬
軽自動車税
（種別割） 全期 ５月上旬

国民健康保険税 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ７月上旬 保険係

介護保険料 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ７月上旬 介護福祉課
保険料担当

後期高齢者医療
保険料 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ７月上旬 後期高齢者

医療係
納税の休日窓口 5/24

（日）
6/28
（日）

7/18
（土）

8/30
（日）

9/27
（日）

10/25
（日）

11/29
（日）

12/20
（日）

1/24
（日）

2/28
（日）

3/28
（日） 納税課

納期限 6/1
（月）

6/30
（火）

7/31
（金）

8/31
（月）

9/30
（水）

11/2
（月）

11/30
（月）

12/25
（金）

2/1
（月）

3/1
（月）

▼令和２年度市税等納期一覧表

市税などの納期
　納期限を過ぎると延滞金が加算されることがありますので、
納付は納期内にお願いします。
☆詳しくは、税の納付については納税課、その他は各担当へ。

 休日応急診療当番医  （ 各医療機関にお問い）合わせのうえ受診を
診療日時 医療機関（●内内科●小小児科） 歯科医療機関

５/３
　
　
　
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

（
◎
印
は
引
き
続
き
午
後
６
時
～
９
時
）　　
　
　

◎竹口病院
（玉川町）●内
☎541－0176

星医院
（昭和町）●内
☎546－6401

山本歯科医院
（昭和町）
☎541－2771

５/ ４
◎うしお病院
（武蔵野）●内
☎541－5423

しょうわの森こども
クリニック（美堀町）●小
☎519－1237

佐々木歯科医院
（中神町）
☎543－3030

５/ ５
◎栄田医院
（玉川町）●内●小
☎541－0218

太陽こども病院
（松原町）●小
☎544－7511

関歯科クリニック
（中神町）
☎544－2336

５/ ６
◎昭島病院
（中神町）●内
☎546－3111

大須賀医院
（昭和町）●内●小
☎541－0257

神山歯科医院
（玉川町）
☎544－5103

５/10
◎大久保内科クリ
ニック（拝島町）●内
☎500－0013

医師会診療所
（緑町）●内●小
☎543－3020

わたなべ歯科医院
（中神町）
☎544－6670

５/17
◎竹口病院
（玉川町）●内
☎541－0176

昭和の杜病院
（宮沢町）●内
☎500－2611

協和歯科医院
（緑町）
☎542－6696

５/24
◎つつじが丘診療所
（つつじが丘）●内●小
☎545－4737

うしお病院
（武蔵野）●内
☎541－5423

長谷川歯科医院
（拝島町）
☎545－7307

５/31
◎富士診療所
（朝日町）●内●小
☎541－2263

拝島やまかみクリ
ニック（松原町）●内
☎519－2650

楠本歯科クリニック
（東町）
☎541－9131

※�24時間医療機関などの案内は、東京都医療機関案内サービス“ひまわり”�
☎03－5272－0303へ

軽自動車税（種別割）を減免
　障害者手帳などをお持ちの方
は、障害の程度により軽自動車
税（種別割）が減免されます。
◇ 対象　次のいずれかに該当す
る軽自動車など

＊ 身体障害者などが使用し、条
件を満たしている（障害者１
人につき１台のみ／普通自動
車の減免を受けている場合は
不可）

＊ 車検証に「障害者輸送用」など

と記載されている
＊ 公益のため直接福祉団体など
が使用する

◇ 申請　６月１日（消印有効）ま
でに〒196-8511　市役所市民
税係へ
※ 郵送による申請にご協力く
ださい。

※毎年度、申請が必要です。
☆必要書類など詳しくは、市民
税係へ。

当番店 電話番号
５月１日～３日 浅井設備 541-1987

５月４日～10日 奥山設備 543-5491

５月11日～17日 原島組 546-5659

５月18日～24日 中村工業所 541-0161

５月25日～31日 石川工業所 541-1129

☆詳しくは、水道部業務課☎543-
6111へ。

今月の水道修理当番店
（宅地内の漏水／有料）

　市民のひろばは、市民のグルー
プ活動について会員募集などを掲
載するコーナーです。
　新型コロナウイルスの感染拡大
を防止するため、当面、次のとお
りとします。
◎紙面への掲載を休止
　既に申し込みいただいたものに
ついては、再開が決まり次第、順
次掲載します。
◎�掲載申し込みの受け付けを休止
　再開が決まり次第、「広報あきし
ま」及び市ホームページでお知らせ
します。
☆詳しくは、広報係へ。

市民のひろばの掲載と
申し込みを休止
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5/1
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

その他の相談窓口

内　容 担　当
健康、日常生活に
関すること

受診の相談 多摩立川保健所☎042-524-5171（平日の午前９時
～午後５時）
都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談セン
ター☎03-5320-4592（平日の午後５時～翌日午前
９時、土曜日・日曜日・祝日の終日）

体調不良などの健康面（新型コロナウイルス
感染症の相談・受診の目安など）

昭島市健康課☎042-544-5126

防災行政無線の放送内容、市対策本部 昭島市防災課☎042-544-5111（代）
新型コロナウイルス感染拡大に便乗した悪
質商法

昭島市消費生活センター☎042-544-9399（平日の午
前９時～正午、午後１時～４時）

小・中学校など子
どもに関すること

小・中学校 昭島市教育委員会指導課☎042-544-5111（代）
保育施設 昭島市子ども子育て支援課子ども子育て支援係☎

042-544-4189
学童クラブ 昭島市子ども子育て支援課学童クラブ係☎042-

544-4318
放課後子ども教室 昭島市子ども育成課青少年係☎042-544-4313

税・公共料金に関
すること

市・都民税申告期限の延長 昭島市課税課市民税係☎042-544-4122
納税の猶予に関すること 昭島市納税課☎042-544-5111（代）
水道料金・下水道使用料の支払い猶予 昭島市水道部業務課☎042-543-6111

仕事・生活資金 仕事、生活資金の貸し付けや融資に関する
こと

５ページに掲載

人権・人権侵害に
関すること

さまざまな人権問題に関する相談 法務省 みんなの人権110番☎0570-003-110（平日の
午前８時30分～午後５時15分）

いじめ・虐待など子どもの人権の相談 法務省 子どもの人権110番☎0120-007-110（平日の
午前８時30分～午後５時15分）

セクハラ・家庭内暴力など女性の人権の相
談

法務省 女性の人権ホットライン☎0570-070-810
（平日の午前８時30分～午後５時15分）

外国人を理由とする人権問題の相談 法務省 外国語人権相談ダイヤル☎0570-090-911
（平日の午前９時～午後５時）

人権への配慮について 昭島市秘書課オンブズパーソン・人権担当☎042-
544-5111（代）

各担当へ電話で問い合わせてください（昭島市の相談窓口は平日の午前８時30分～午後５時15分）。

【人口と世帯】令和２年４月１日現在　（　）内は前月比
人口 11万3610人（+144）　男 ５万6491人（+50）　女 ５万7119人（+94）　世帯 ５万4669世帯（+240）

東京都 緊急事態措置相談センター 緊急事態措置法に定める要請・指示などに関すること
☎03-5388-0567〈午前９時～午後７時（毎日）〉

東京都 新型コロナコールセンター 新型コロナウイルス感染症の予防・検査・医療に関すること
☎0570-550-571〈午前９時～午後10時（毎日）〉

厚生労働省の電話相談窓口 新型コロナウイルス感染症の発生に関すること
☎0120-565653〈午前９時～午後９時（毎日）〉

厚生労働省 布製マスクの全戸配布に関する電話相談窓口
☎0120-551-299〈午前９時～午後６時（毎日）〉
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